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学
校
閉
鎖
（
一
月
十
八
日
～
一
月
二
十
三
日
） 

 

先
週
の
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
爆
発
的
に
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
で
の
欠
席
が
増
加
し
ま
し
た
。
十
四
日

に
は
二
年
生
の
二
ク
ラ
ス
が
閉
鎖
で
し
た
が
、
土
曜

日
、
日
曜
日
に
は
新
た
に
五
ク
ラ
ス
の
閉
鎖
を
確
定

し
て
い
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
十
七
日
（
月
曜
日
）
は
閉
鎖
学
級
以
外

の
ク
ラ
ス
か
ら
、
五
十
九
名
の
欠
席
連
絡
が
届
き
ま

し
た
の
で
、
校
医
の
福
田
先
生
と
朝
長
先
生
に
相
談

し
、
教
育
委
員
会
と
も
協
議
し
て
「
こ
の
爆
発
的
な

流
行
を
考
え
た
場
合
は
、
児
童
の
健
康
と
安
全
を
考

え
学
校
閉
鎖
が
妥
当
で
あ
る
」
と
判
断
を
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
閉
鎖
期
間
中
、
学
校
は
、
家
庭
で
の
生
活
学
習

記
録
表
や
学
習
プ
リ
ン
ト
を
作
成
し
、
家
庭
連
絡
や

家
庭
訪
問
、
校
区
パ
ト
ロ
ー
ル
（
午
前
と
午
後
の
二

回
実
施
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
学
校
閉
鎖
で
授
業
時
間
の
確
保
が
難
し
い

面
が
あ
り
ま
す
が
、
次
の
よ
う
な
取
組

を
し
て
い
き
ま
す
の
で
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。 

 

◎ 

春
休
み
に
は
補
充
授 

 

業
は
行
わ
な
い
。
そ
の
代

わ
り
に
一
月
三
十
一
日
か
ら
、
四
週
間
、
一
日
に
七

時
間
授
業
を
行
い
、
授
業
時
間
を
確
保
す
る
。 

春
休
み
に
補
充
授
業
を
行
う
と
、
六
年
生
が
卒
業

式
を
終
え
て
か
ら
、
小
学
校
で
授
業
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
、
卒
業
式
へ
向
け
て
の
気
持
ち
が
集
中
し
に

く
い
こ
と
、
ま
た
、
春
休
み
は
学
校
の
職
員
が
一
年

間
の
学
習
や
生
活
の
記
録
を
ま
と
め
た
り
、
次
の
学

年
や
次
の
学
校
の
準
備
を
し
た
り
と
補
充
指
導
の

時
間
が
充
分
取
れ
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
以

上
の
観
点
か
ら
、
一
日
七
時
間
授
業
と
し
ま
す
の
で

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

特
に
午
前
中
は
朝
の
時
間
を
省
き
、
四
十
分
間
授

業
の
五
コ
マ
で
行
い
、
帰
り
の
時
刻
の
変
更
は
し
な

い
よ
う
に
し
ま
す
。
午
後
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
四

十
五
分
授
業
で
行
い
ま
す
。 

【
～
他
校
の
状
況
～
一
月
十
九
日
現
在
】 

 

嬉
野
市
内
で
は
、
久
間
小
学
校
の
学
級
閉
鎖
が
二
ク
ラ
ス
、

学
年
閉
鎖
が
一
つ
で
す
。 

 

藤
津
鹿
島
管
内
で
は
、
大
浦
小
学
校
の
学
級
閉
鎖
が
一
ク
ラ

ス
で
す
。
そ
の
ほ
か
の
学
校
で
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
流
行
し
て

い
な
い
よ
う
で
す
。 

【
学
校
閉
鎖
中
の
お
願
い
】 

 

家
庭
生
活
等
に
お
い
て
は
、
子
供
た
ち
と
話
し
合
い
、
次
の

点
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

（
１
）
食
生
活
の
リ
ズ
ム
を
し
っ
か
り
保
ち
、
特
に
朝
食
を
と
る
。 

（
２
）
深
夜
ま
で
の
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
の
視
聴
に
よ
る
夜
更

か
し
な
ど
で
生
活
リ
ズ
ム
を
崩
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
さ

せ
て
く
だ
さ
い
。 

（
３
）
家
族
の
一
員
と
し
て
家
事
の
手
伝
い
な
ど
を
さ
せ
て
く
だ

さ
い
。 

（
４
）
火
気
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
火
災
な
ど
重
大
事
故
に
つ

な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
利
用
す
る
場
合
は
十
分
な
注
意
を

さ
せ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

（
５
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
ル
ー
ル
や
マ

ナ
ー
を
守
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。 

（
６
）
健
康
管
理
の
た
め
、
部
屋
で
で
き
る
運
動
を
こ
こ
ろ
が
け

る
。 

（
７
）
保
護
者
が
不
在
の
場
合
も
あ
り
、
犯
罪
被
害
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
、
家
の
施
錠
等
を
心
が
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。 

 

 

事
故
発
生
及
び
犯
罪
被
害
発
生
の
場
合
に
は
、
土
日
で
あ
っ

て
も
、
直
ち
に
警
察
、
学
校
等
に
届
け
て
く
だ
さ
い
。 

健康観察 ８：１５ ～ ８：２０ 
１校時 ８：２０ ～ ９：００ 
２校時 ９：０５ ～ ９：４５ 
３校時 １０：００～１０：４０ 
４校時 １０：４５～１１：２５ 
特別時 １１：３５～１２：１５ 
給食 １２：１５～１３：００ 
昼休み １３：００～１３：４５ 
掃除 １３：４５～１４：００ 
５校時 １４：０５～１４：５０ 
６校時 １４：５５～１５：４０ 
帰りの会 １５：４０～１５：５５ 

１月３１日から４週間の特別校時表 


